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第 号

平
成
十
七
年
七
月
二
十
二
日

告

口
県
告
示
第
四
百
十
号

築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

の
関
係
図
面
は
、
周
南
土
木
建
築

防
設
備
士
試
験
に
係
る
指
定
試
験
機

口
県
環
境
影
響
評
価
条
例
の
規
定
に

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
の
届
出

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
（
農
村

共
測
量
の
実
施
（
監
理
課
）
…
…
…

発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建

目

次

示路
の
位
置
の
指
定
（
建
築
指
導
課
）

告成
十
七
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の
要

険
物
取
扱
者
試
験
に
係
る
指
定
試
験

週
火
・
金
曜
日
発
行

山
口
県
知

示

第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第

事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に

関
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更

基
づ
く
公
聴
会
の
開
催
（
環
境
政
策
課

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
二
件

（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

領
の
公
表
（
財
政
課
）
…
…
…
…
…
…

機
関
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
変事

二

井

関

成

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

供
す
る
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（
消
防
防
災
課
）
…
…
…
二

の
届
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消
防
防
災
課
）
…
…
…
二

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

）
（
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政
課
）
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…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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四
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…
一

更
の
届
出

平 成 年
月 日

（金曜日）

鉄
客

旅
本
日
西
て
い
つ
に

る
す
定

協
と
社
会
式
株
道
。
と
こ

成
平

）
線
珂

玖
国
岩
道
県

経
家
漁
協
漁
併
合

１

成
平

係
に
通
融
の
金
資
定

安
営

子
利
る
す
対
に
村
町

市
る

２

成
平

成
平

金
助
補

給
補

本
資

合
組

同
協
業
漁
併
合

法
益
公

う
伴
に
業
事
成
造

成
平

金
付

貸
る
す
対
に
人

経
合
組

同
協
業
漁
併
合

３
伴
に

業
事
援
支
化
定
安
営

交
る

す
対
に
人
法
益
公
う

地
急
緊

４

成
平

成
平

金
付

度
年
の
業

事
備

整
路
道
方

事
工
る

え
越
を

成
平

成
平

年会
般
一

の
県
口
山

度
年

）
正

補
の
為

行
担
負
務

債

の
為

行
担
負

務
債

条
１
第

行
担
負

務
債

表
１
第

加
追

加
追

正
補

為

期
項

事

公

（
四
〇
一
）
平
成
十
七
年
度
山

平
成
十
七
年
六
月
山
口
県
議

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
二

地

名

及

び

番

下
松
市
南
花
岡
一
丁
目
一
七
三
の

三
の
六
及
び
一
七
三
の
一
六

ら
か
度
年

で
ま
度
年

円
千

ら
か
度
年

で
ま
度
年

成
平

、
は
額

総
の

利
の
度
年

、
は

金
っ
行
を
給

補
子
利

年
。

る
す

と
額

を
％

度
年

円
千

ら
か
度
年

で
ま
度
年

円
千

正
補

計
会

般
一

県
口

山
度

算
予

算
予
正
補

計

、
は

次
、

は
）
号

１
第

為
行

担
負

務
債

表
１

第

限
間

告

口
県
補
正
予
算
の
要
領
の
公
表

会
定
例
会
で
議
決
さ
れ
た
平
成
十

日

山
口

地

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

四
、
一
七

四
・
〇

一

と
象
対
の
金
助
補

給
補
子

資
融
る

す

村
町
市

た
。
る
す
と
円
千

助
補
給

補
子
利
る
す
対
に

の
額

る
す

と
度

限
る

す
当

相
に

こ
と

る
め

定
に

）
号

１
第

よ
に

」
正

補

。
る

よ
に
ろ。

る

額
度

七
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の
要

県
知
事

二

井

関

成

長

（
メ
ー
ト
ル
）

道
路
の
敷
地
と
な

る
土
地
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

四
九
・
〇

二
〇
〇
・
一
一

領

告

示

公

告



平

消

成 年 月 日 金曜日

三（
四

山 口

消
験
機

一二

（定期）県 報

契

９

設 真

（
四

第 号

度
８ ７

括 年
６

括 年
５

防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

変

更

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目
四

変
更
年
月
日

平
成
十
七
年
八
月
一
日

〇
三
）
消
防
設
備
士
試
験
に
係
る

防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

関
か
ら
次
の
と
お
り
主
た
る
事
務

平
成
十
七
年
七
月
二
十
二
日

指
定
試
験
機
関
の
名
称

財
団
法
人
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ダ
川

締
真

。
と

こ
る

す
約

成
平

）
塔

線
無

ム
〃

度
年

）
平

備
報

警
線

無
ム

ダ
川

締

成成
平

度
年

度
年

〇
二
）
危
険
物
取
扱
者
試
験
に
係

度
の

業
事

修
改

川
河

域
広

約
契

一
を

事
工

る
え

越
を

。
と

こ
る

す
成

平

）
川
中

成
平

度
年

業
事

策
対

潮
高

防
周

度
年

一
を

事
工

る
え

越
を

度
の

。
と

こ
る
す

約
契

成
平

）
川
波

沢
成

平

度
年

〃

度
年

成
平

）
川
市

夜
成

平

度
年

の
業

事
池

水
貯

活
生

度
年

括
一

を
事

工
る

え
越

を
年

成
平

度
年

八
十
六
号
）
第
十
七
条
の
九
第

後

変

番
二
号

東
京
都
港
区
麻
布

指
定
試
験
機
関
の
主
た
る
事
務

八
十
六
号
）
第
十
三
条
の
八
第

所
の
所
在
地
を
変
更
す
る
旨
の

山
口
県
知

ー で
ま

ら
か

で
ま

円
千

る
指
定
試
験
機
関
の
主
た
る
事

で
ま

ら
か

で
ま

ら
か

円
千

で
ま

ら
か

円
千

ら
か

円
千

円
千

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

更

前

台
一
丁
目
一
一
番
九
号

所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
試

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

事

二

井

関

成

務
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出

規

模

五
〇
万
キ
ロ

平
成
一
七
、

九
、

一

午
後
一
時
三
〇
分

二

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者

名

称

株
式
会
社
シ

氏

名

茂
澄

孝

所
在
地

東
京
都
港
区

三

対
象
事
業
の
名
称
、
種
類

名

称

シ
グ
マ
パ
ワ

種

類

発
電
所
の
設

（
四
〇
四
）
山
口
県
環
境
影
響

山
口
県
環
境
影
響
評
価
条
例

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
聴
会

平
成
十
七
年
七
月
二
十
二

一

日
時
、
場
所
等

日

時

変

更

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
一
丁

三

変
更
年
月
日

平
成
十
七
年
八
月
一
日

第
十
三
条
の
八
第
二
項
の
規
定

を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
り

平
成
十
七
年
七
月
二
十
二

一

指
定
試
験
機
関
の
名
称

財
団
法
人
消
防
試
験
研
究

二

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ワ
ッ
ト

二
基

山
口
県
宇
部
総
合
庁
舎

の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所

グ
マ
パ
ワ
ー
山
口

芝
浦
一
丁
目
一
番
一
号

及
び
規
模

ー
山
口
宇
部
発
電
所
設
置
事
業

置 評
価
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
公
聴

（
平
成
十
年
山
口
県
条
例
第
三
十

を
開
催
し
ま
す
。

日

山
口

場 後

変

目
四
番
二
号

東
京
都
港
区

に
よ
り
、
指
定
試
験
機
関
か
ら
次

ま
し
た
。

日

山
口

セ
ン
タ
ー

七
〇
人
程

在
地

会
の
開
催

七
号
）
第
四
十
三
条
第
四
項
の
規

県
知
事

二

井

関

成

所

収
容
人
員

更

前

麻
布
台
一
丁
目
一
一
番
九
号

の
と
お
り
主
た
る
事
務
所
の
所
在

県
知
事

二

井

関

成

二

度 定 地



平成 年 月 日 金曜日

十
七

か
ら当

働
部

所
及

一

山 口 県

（
四大

（定期）報

六

第 号

四五

名

称

ア
ル
ク
新
南
陽
店

所
在
地

周
南
市
大
字
富
田
二

年
三
月
四
日
山
口
県
公
告
（
一
〇

意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
十
七
年
七
月
二

商
政
課
並
び
に
周
南
市
経
済
部
商

び
周
南
市
鹿
野
総
合
支
所
に
お
い

平
成
十
七
年
七
月
二
十
二
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

公
聴
会
を
傍
聴
し
よ
う
と
す
る

聴
会
当
日
、
受
付
で
先
着
順
に
交

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
は
、

二
九
三
三
）
に
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
五
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

号
七
五
三

八
五
〇
一
）
山
口
県

公
述
申
出
書
を
提
出
し
た
者
の

者
を
選
定
し
ま
す
。

公
聴
会
の
運
営
を
円
滑
に
行
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

及
び

に
掲
げ
る
場
合
に
お

に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が

そ
の
他

対
象
事
業
実
施
区
域

宇
部
市
大
字
西
沖
の
山

公
述
の
申
出
の
手
続

公
聴
会
に
お
い
て
環
境
の
保
全

八
月
十
六
日
ま
で
に
、
氏
名
及
び

者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の

旨
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
公

七
六
三

九
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗

十
二
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
二

工
観
光
課
、
周
南
市
新
南
陽
総

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知

在
地

者
は
、
傍
聴
券
の
交
付
を
受
け

付
し
ま
す
。

山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
に
提

う
ち
か
ら
、
公
聴
会
に
お
い
て

た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
意

い
て
は
、
そ
の
旨
を
公
述
申
出

で
き
る
者
に
通
知
し
ま
す
。

の
見
地
か
ら
の
意
見
を
述
べ
よ

住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に

所
在
地
）
、
電
話
番
号
、
対
象

述
申
出
書
」
と
い
う
。
）
を
山

に
つ
い
て
次
の
と
お
り
周
南
市

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

合
支
所
、
周
南
市
熊
毛
総
合
支

事

二

井

関

成

て
く
だ
さ
い
。
傍
聴
券
は
、
公

課
（
電
話
〇
八
三

九
三
三

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

出
し
て
く
だ
さ
い
。

意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る

見
を
述
べ
る
時
間
を
制
限
す
る

書
を
提
出
し
た
者
又
は
公
聴
会

う
と
す
る
者
は
、
平
成
十
七
年

あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表

事
業
の
名
称
並
び
に
意
見
の
要

口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便
番

平
成
十
七
年
七
月
二
十
二

土
地
改
良
事
業
を
行
っ

た
者
の
名
称
又
は
氏
名

玖
珂
郡
由
宇
町
土
地
改
良

区

山か

〃

長ほ

所
在
地

下
関
市
唐
戸

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
四
〇
七
）
土
地
改
良
事
業
の

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の

市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
十
七
年

働
部
商
政
課
及
び
下
関
市
観
光

平
成
十
七
年
七
月
二
十
二

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

カ
ラ
ト
ピ
ア

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
四
〇
六
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

十
七
年
三
月
十
一
日
山
口
県
公

日

山
口

事
業
の
名
称

工
事
着
手
時
期

崎
地
区

ん
が
い
排
水

平
成
一
六
、

三

田
地
区

場
の
整
備

平
成

八
、

七

町
四
番
号

は
な
い
。

工
事
の
完
了
の
届
出

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十

工
事
の
完
了
の
届
出
が
あ
り
ま
し

七
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
八
月
二

産
業
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公

日

山
口

及
び
所
在
地

は
な
い
。

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

告
（
一
三
六
）
に
係
る
大
規
模
小

三

県
知
事

二

井

関

成

工
事
完
了
時
期

、

四

平
成
一
六
、

三
、
三

、
二
〇

平
成
一
三
、

〃

〃

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

た
。

十
二
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
下

〇 、 労 成関



平
成
十

平
成
十

平

三

成 年 月 日 金曜日

第
一

ま
し

一二

山 口

一二（
四測

（定期）県 報

一二

第 号

（
四次

一二
七
年
七
月
二
十
二
日
印
刷

七
年
七
月
二
十
二
日
発
行

下
松
市
、
周
南
市
及
び
山
陽
小
野

作
業
の
期
間

項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
大

た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
二
日

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
街
区
基
準
点
測
量
及

作
業
の
地
域

事
業
の
名
称

県
営
嘉
年
上
地
区
ほ
場
整
備
事
業

工
事
完
了
の
時
期

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

〇
九
）
公
共
測
量
の
実
施

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

平
成
十
四
年
三
月
二
十
日

事
業
の
名
称

県
営
伊
陸
東
部
地
区
ほ
場
整
備
事

工
事
完
了
の
時
期

平
成
十
五
年
三
月
十
二
日

〇
八
）
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の

の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の

平
成
十
七
年
七
月
二
十
二
日

事
業
の
名
称

県
営
伊
陸
東
部
地
区
ほ
場
整
備
事

工
事
完
了
の
時
期

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

田
市

臣
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量

山
口
県
知

び
街
区
点
測
量
）

八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

業
（
第
二
換
地
区
）

完
了

工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

山
口
県
知

業
（
第
一
換
地
区
）

庁

定
価
一
箇
月

金
二

事
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り

事

二

井

関

成

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

事

二

井

関

成

千
七
百
円
（
送
料
共
）

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地

下
松
市
大
字
山
田
字
沢

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の

周
南
市
慶
万
町
六
番
一
三

株
式
会
社
サ
ン
ラ
イ
ズ

平
成
十
七
年
七
月
一
日
か

（
四
一
〇
）
開
発
行
為
に
関
す

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と

平
成
十
七
年
七
月
二
十
二

山
口

域
の
名
称

住
所
及
び
氏
名

号 ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

る
工
事
の
完
了

年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第

お
り
公
告
し
ま
す
。

日

県
知
事

二

井

関

成

で三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為

四

に


